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第１０章 その他 

 

障がい者のシンボルマークについて                             

名  称 マ ー ク マ ー ク の 意 味 関係団体・機関 

障がい者のた

めの国際シン

ボルマーク 
 

国際シンボルマークは、障がいをもつ人々

が利用できる建築物や施設であることを

示す世界共通のマークです。このマークは

車いすの利用者に限定するものではなく、

障がい者の方を対象としたものです。 

（財）日本障害者

リハビリテーシ

ョン協会 

聴覚障がい者

を表示する国

際シンボルマ

ーク  

耳が聞こえない、聞こえにくいといった聴

覚障がい（難聴、中途失聴、ろう）を示す

世界共通のシンボルマークです。 

世界ろう連盟 

盲人を表示す

る国際マーク  

 

視覚障がいを示す世界共通のシンボルマ

ークです。  
世界盲人連合 

身体障害者 

標識（障がい

者マーク） 

 

普通自動車の運転免許を受けた人で、肢体

不自由であることを理由に運転免許に条

件がついている人が自動車に添付します。 

このマークをつけている自動車に「幅寄

せ」や「割り込み」をすると、道路交通法

違反になります。 
各警察署交通課 

県交通安全協会 

 

聴覚障害者 

標識（聴覚障

害者マーク） 

 

普通自動車の運転免許を受けた人で、道路

交通法で定める程度の聴覚障がいがある

ことにより、運転免許に条件がついている

人は、自動車に添付することが義務付けら

れています。 

このマークをつけている自動車に「幅寄

せ」や「割り込み」をすると、道路交通法

違反になります。 

耳マーク 

 

耳の不自由な方が、自分の耳が不自由であ

ることを表すのに使用します。 

また、自治体、病院、銀行などがこのマー

クを掲示し、耳の不自由な方から申し出が

あれば必要な援助を行うという意思表示

を示すのに用います 

（社）全日本難聴

者・中途失聴者団

体連合会 

オストメイト

マーク 

 

人工肛門、人工膀胱を造設した方（オスト

メイト）が利用できる設備があることを示

すマークで、この設備があるトイレの入り

口付近に表示されています。 

（社）日本オスト

ミー協会 
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名  称 マ ー ク マ ー ク の 意 味 関係団体・機関 

ほじょ犬  

マーク 

 

身体障害者補助犬法で定められた補助犬

（盲導犬、介助犬、聴導犬）は公共の施設、

交通機関、不特定多数の方が利用するデパ

ートやホテルなどの施設では、同伴の受け

入れが義務付けられています。 

ほじょ犬マークは、ほじょ犬の受け入れを

広く一般に理解してもらうためのマーク

です。 

厚 生 労 働 省 

社 会 ・ 援 護 局 

補助犬同伴可

マーク  

 

補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の施設

への受け入れを示すマークです。広く一般

に、補助犬を正しく理解してもらい、補助

犬使用者が安心して施設を利用できるこ

とを願い作成されました。 

全国盲導犬施設

連合会 

盲導犬マーク 

 

このマークは、盲導犬をデザイン化したも

ので、目の不自由な子供たちも一緒に遊べ

るおもちゃのパッケージに付いています。 

(社)日本玩具協会 

うさぎマーク 

 

このマークは、うさぎをデザイン化したも

ので、耳の不自由な子供たちも一緒に遊べ

るおもちゃのパッケージに付いています。 

ハート・ 

プラスマーク 

 

「身体内部に障がいを持つ人」を表すマー

クです。身体内部（心臓、呼吸機能、じん

臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能）

に障がいがある方は外見からは分かりに

くいため、このマークを表示することで、

周囲の理解が得られることを目的として

います。 

特定非営利活動法人

ハート・プラスの会 

おいやり 

駐車場区画 

 

「思いやり駐車区画」とは、車のドアを全

開にする必要はないものの、視覚障がい

者、高齢者、妊娠している人、内部障がい

者、ベビーカー使用者など、建物の入り口

近くに駐車の必要な方を対象とした駐車

区画です 

福島県 

県中保健福祉事務所 

高齢者支援チーム 
(0248-75-7808) 

ハートビル 

マーク 

 

障がい者や高齢者、妊娠している人など、

誰にでも利用しやすい施設をめざす「バリ

アフリー法」の基準にあった建物に表示で

きるマークです。 

国土交通省 

やさしさ 

マーク 

 人にやさしいまちづくり条例に基づき、高

齢者や障がい者をはじめすべての人が安

心して利用できるように配慮された建物

に交付されるマークです。 

福島県 

県中保健福祉事務所 

高齢者支援チーム 
(0248-75-7808) 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/barrier-free
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相  談  窓  口                                   

浅川町役場、 

浅川町保健センター 

身体・知的障がい者（児）に対する更生援護の実施機関です。何か

必要なことや困ったことがあれば、役場 保健福祉課、保健センター

へ相談してください。 

なお、指定一般相談支援事業者にも相談支援事業を委託しておりま

すので、そちらへも相談してください。 

保健福祉事務所 

市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報提供、その他市町村

の更生援護の実施に関し必要な援助を行います。また、広域的な対応

や専門的な相談・指導を行います。 

児童相談所 

専門スタッフが児童に関する様々な相談に応じ、必要な助言・指導

を行います。また、児童福祉施設への措置決定を行います。 

（県中児童相談所 024-935-0611） 

障がい者 

総合福祉センター 

専門スタッフが障がい者に関する様々な相談に応じ、必要な助言・

指導を行います。また、身体障害者手帳・療育手帳の交付事務を行い

ます。 

（電話 身体障害者手帳関係：024-525-8188 

    補装具、更生医療関係：024-525-8186 

    療育手帳、知的障がい者の相談判定：024-525-8192） 

障がい者 110 番 

障がい者社会参加推進センターが、障がい者（児）についての相談

に応じます。相談には、一般相談と専門相談があります。 

（電話 024-528-7110） 

その他 

・県社会福祉協議会・浅川町社会福祉協議会 

・指定一般相談支援事業所 

・民生委員・児童委員 等 

 


